
参考資料

救急医療



【住民等】

○救急搬送要請
及び救急蘇生
法

【救急救命士等】

○救急救命士の
適切な活動

○適切な救急医
療機関への直
接搬送

救 護

発
症

時間の流れ

重

症

度

搬
送
時
連
携

○ 在宅等での療
養を望む患者に
対する退院支援

○合併症、後遺症
のある患者に対
する慢性期の医
療

救命期後医療

◆◆病院

救急医療の体制

在宅等での生活

救命救急医療

○○病院（救命センター）

○ 傷病者の状態に
応じた適切な救急
医療

○ 24時間365日の救急
搬送受入（複数診療
科にわたる重篤な救
急患者）

入院救急医療

□□病院

○ 24時間365日の救急
搬送受入

○傷病者の状態に
応じた適切な救急
医療

○傷病者の状態に応じた適切な救急医療

初期救急医療

◇◇休日・夜間急患センター

転
院
時
連
携
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16年 17年 18年 19年 20年

三次救急
（救命救急）

救命救急ｾﾝﾀｰ
（施設数）

170 178 189 201 208

二次救急
（入院を要す
る救急）

入院を要する救急医
療施設
（施設数）

3,253 3,238 3,214 3,153 3,175

（地区数） （403） （411） （411） （408） （405）

一次救急
（初期救急）

休日夜間急患ｾﾝﾀｰ
（施設数）

510 512 508 511 516

在宅当番医制
（実施地区数）

683 677 666 654 641

（厚生労働省医政局調べ）

（各年3月31日時点）

救急医療体制の整備状況の推移
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消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年５月１日公布）

受入れ

搬送・受入の調査・分析

地域の搬送・受入ルールの策定

③救急搬送 ④救急医療

①
傷
病
者
の
発
生

都道府県において、医療機関、地域の医師会、

消防機関等が参画する協議会を設置し、地域

の搬送・受入ルールを策定

※既存のメディカルコントロール協議会等の活用を想定

消防機関は、搬送・受入ルールを
遵守しなければならない

総務大臣
厚生労働大臣

指針の策定等の援助

②
搬
送
先
医
療
機
関
の
選
定

医療機関は、搬送・受入ルールを
尊重するよう努めるものとする

施行期日：公布の日から６月以内の政令で定める日

＜搬送・受入ルール＞

① 傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か

ら搬送先医療機関を選定するためのルール

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する

ためのルール

④ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において

傷病者を受け入れる医療機関を確保するためのルール

○ 傷病者の搬送及び受入れを円滑に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か

ら、重要な課題。このため、消防法を改正し、都道府県において、医療機関、地域の医師会、消防機関

等が参画する協議会を設置し、地域の搬送・受入ルールを策定することとしたところ。
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搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に医療機関を確保するためのルールのイメージ

搬送先医療機関が速やかに決定しない場合

受入れ困難

受入れ困難

受入れ困難

コーディネーターによる調整

コーディネーター
コーディネーターが受入医

療機関の調整を行い、その

調整結果に基づき、傷病者

の搬送及び受入れを実施

選定の依頼

回答

（例）

基幹病院による受入れ

地域の基幹病院が応急的

な処置を行い、その後の治

療は、必要に応じて転院先

医療機関で実施

応急的な処置
その後の治療

調整

搬送

搬送
転院
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